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児童発達支援管理責任者研修の受講について(通知)　　　　　

　日ごろ、当県の障害児福祉の推進に格段のご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
　さて、児童福祉法に基づく障害児通所支援等を提供するにあたっては、「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)」に基づき、実務経験と児童発達支援管理責任者研修等を受講した者を、児童発達支援管理責任者として配置することとされています。
　現在、実務経験者については、研修要件を満たしているものとみなす、経過措置が設けられていますが、平成27年4月1日以降、所定の研修を修了していない場合、各種減算の対象となります。
　ついては、貴事業所等に配置されている児童発達支援管理責任者について、別紙「児童発達支援管理責任者の要件」を参照のうえ、標記研修を確実に受講していただきますようお願いいたします。
また、職員配置にあたっては、実務経験、研修要件ともに満たした児童発達支援管理責任者が平成27年4月1日以降も配置されるよう、ご留意ください。
　なお、今年度の児童発達支援管理責任者研修の詳細については、｢障害福祉情報サービスかながわ（http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/）｣に掲載中であることを申し添えます。
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